
 

 

 

 

【 債 】 白 井 市 公 共 施 設 LED 照 明 器 具 

賃貸借事業者選定プロポーザル実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 
 

 

白井市政策推進部 

行政経営推進課 
 

 

 



【債】白井市公共施設 LED 照明器具賃貸借事業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨・目的 

現在、白井市（以下「市」という。）では、白井市第３次環境基本計画を 

策定し、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシ 

ティ」を目指しており、公共施設の照明設備はＬＥＤの導入・転換を図って 

いる。 

本業務は、令和９年末に国際的な環境条約である水銀に関する水俣条約に 

基づき、蛍光灯の生産・輸出入が全面禁止となることを踏まえ、各施設の照 

明器具の不点灯を防止するための対策を実施するものである。 

また、公共施設における照明設備のＬＥＤ化を民間事業者のノウハウや技 

術力を活用しながら推進し、エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削 

減を図ることを目的とする。 

これらを踏まえ、【債】白井市公共施設LED照明器具賃貸借事業者選定プ 

ロポーザルの実施にあたっては、価格のみではなく事業者に係る業務実績、 

専門性、技術力、企画力、創造性、価格等を勘案し、総合的な見地から判断

して最適な事業者と契約を締結する必要があることから、公募型プロポーザ

ル方式により契約の相手方となる候補者（以下「受注予定者」という。）を

特定するものとする。 

 

２ 物件名 

【債】白井市公共施設 LED 照明器具賃貸借 

 

３ 履行場所及び対象器具 

白井市根１０５ 白井第一小学校 外 ２５施設  

履行場所の詳細は別紙１「対象施設一覧」のとおりとし、対象器具の詳細 

は別紙２「既存器具リスト」のとおりとする。 

 

４ 業務内容 

３の対象施設の対象器具についてＬＥＤ化改修工事及び維持管理業務とす 

る。 

①  受注予定者は、選定において自らが行った提案を基に事業対象施設の

現地調査（現状器具の照度測定を含む）及び詳細設計を実施する。 
②  受注予定者は、現地調査及び詳細設計に基づき、照明リスト、施工図

面（プロット図）、施工内容、施工数量、安全対策を含む実施計画書を

作成する。 

③  実施計画書を基に両者協議のうえ、契約を締結する。 

 

※工事は、施設稼働日において、利用者がいないことが確定している時間 

帯、諸室での作業を原則とする。 

なお、各施設と日程を含む詳細を事前に協議の上、工事を行うこと。 



小中学校における工事の作業日については、学校運営に支障をきたさぬ 

よう、教育総務課施設係及び学校管理者と協議・調整を事前に行うこと 

とし、作業実施日においては作業の開始・終了を学校管理者に報告する 

こと。 

また、夏休みを含む学校休業日での作業は、事前に学校管理者と協議

し、作業することが出来る。なお、その際の施設の機械警備の解除及び施

錠について、警備会社により実施する場合は、賃貸人の負担とする。 

 

５ 履行期間 

   履行期間のうち、設置工事期間及び賃貸借期間は次のとおりとする。 

賃貸借対象物の設置工事期間  契約締結日の翌日から 
令和１０年３月３１日まで 

賃貸借期間 令和１０年４月１日より９年間（１０８か月） 

   ※各施設の賃貸借スケジュールについては、受注予定者及び発注者との 

協議により決定することとする。 

 

６ 提案限度額 

    各年度小学校総額 ２０，６４９，０２４円（消費税相当額を含む） 

    各年度中学校総額 １４，０２３，０２０円（消費税相当額を含む） 

各年度その他公共施設総額  ７，１３１，８５０円（消費税相当額を含む） 

 

    各年度総額合計  ４１，８０３，８９４円（消費税相当額を含む） 

    事業総額    ３７６，２３５，０４６円（消費税相当額を含む） 

  ※各施設の年度ごとの提案限度額を超える提案は受け付けない。 

 

７ 契約保証金 

免除 

 

８ 支払特約 

  前払い金 無 

  部分払い １０８回毎月均等払い 

 

９ 契約までの過程 

①  公募型プロポーザル方式にて市が定める参加条件を満たす者から提案

を受け、選定委員会が評価基準に基づき審査を実施し、評価点の最も高

い者を受注予定者として選定する。 

②  受注予定者に選定された者は、市と提案内容について詳細な協議を行

う。 

③  市は、受注予定者から見積を徴取し、市が決定する予定価格の範囲内

であれば、契約相手方として賃貸借に関する契約条件等を確認し、これ

が整った場合に限り、受注予定者と賃貸借契約を締結する。 

④  市は、受注予定者と賃貸借契約を締結できない場合は、受注予定者を

除く本プロポーザルに参加した事業者のうち評価結果の順位が上位であ

った者から順に賃貸借契約について交渉を行うものとする。 



⑤  受注予定者の提案から、市にとって有利となる補助制度の活用が見込

まれる場合は、その補助制度の要綱等により求められる手続き等のスケ

ジュールを市と事前に協議すること。 

 

１０ 参加資格 

  参加申込書提出から受注予定者特定までの間に次の要件を満たす者とす

る。ただし、複数企業で構成するグループの場合は、代表となる企業が②に

登録があり、⑧の実績がある者。グループ全ての企業が①及び③から⑦の全

ての条件を満たすこと。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者でないこと（同 
令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む）。 

② 白井市競争入札参加者適格者名簿（物品）の大分類「リース」に登録

していること。 
③ 白井市建設工事等請負業者等指名停止措置要領による指名停止を受け 

ていないこと。 
④ 白井市入札契約に係る暴力団排除要綱に定める除外措置要件に該当し 

ていないこと。 
⑤ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者で 

ないこと。 
⑥ 本実施要領公表日前６か月以内に手形、小切手を不渡りしていないこ 

と。 
⑦ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更 

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２ 
１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更 
生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づ 
く再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決 
定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であるこ 
と。 

⑧ 過去１０ヵ年度（平成２８年度から本プロポーザル実施要領公表日ま 
で）に国又は地方公共団体等とＬＥＤ照明器具の賃貸借契約を１年以上 
履行した実績のある者。 
 

１１ 資料の交付 

    本プロポーザルに係る資料を、下記のとおり交付する。 

① 交付資料 

・【債】白井市公共施設LED照明器具賃貸借事業者選定プロポーザル 

実施要領 

・【債】白井市公共施設 LED 照明器具賃貸借事業者選定プロポーザル 

 参加申込書等作成要領 

・仕様書 

・様式集 

・設計書 

 

 



② 交付方法 

   ・白井市ホームページに掲載する。 

下記のＵＲＬからダウンロードすること。 

    ≪ Ｕ Ｒ Ｌ ≫ 
   https://www.city.shiroi.chiba.jp/sangyo/nyusatsu/n05/index.html 

  



１２ スケジュール 

参加申込から契約締結までのスケジュール 

手続き等の名称 日程・締切 備考・提出書類等 

実施要領等の公表 令和８年６月１６日から  

参加申込書提出期限 令和８年７月６日１６時まで 
様式１（及び必要書

類） 

参加資格確認結果 

通知書送付予定日 
令和８年７月１５日 様式２ 

質問書受付期間 
参加資格確認結果通知のあった日から 

令和８年７月２２日１７時まで 
様式４ 

回答予定日 令和８年７月２７日１２時 
白井市ホームページ

に掲載 

提案書等提出期間 

（第１次審査分） 

令和 8 年７月１６日１０時から 

令和８年７月２７日１６時まで 
様式５及び添付書類

第１次審査結果通知書 

送付予定日 
令和８年８月５日 様式６ 

提案書等提出期間 

（第２次審査分） 

令和８年８月６日１０時から 

令和８年９月１６日１６時まで 
様式７及び添付書類

プレゼンテーション 

実施予定日 
令和８年９月２８日より前  

結果通知書送付予定日 令和８年１０月７日 様式８ 

現地調査及び 

受注予定者との協議 

令和８年１０月１３日から 

令和８年１２月１８日まで 
 

見積書提出（予定） 令和８年１２月２１日  

契約締結（予定） 令和８年１２月２５日  

  



１３ 説明会又は現地見学 

  本業務及びプロポーザルに関する説明会は開催しない。 

現地見学を希望する施設がある場合、事業者の代表者が２４提出及び問い 

合せ先（担当課）へ電子メールにより、調査希望日時（候補日時は第３候補 

まで記載）、現地調査の担当者名、参加人数、調査を希望する施設を記載し、 

送付すること。 

また、窓口受付時間内に事務局に電話で到達確認をすること。 

カメラ等による撮影は可能だが、人物が特定されないように留意し、撮影 

した画像等は本プロポーザル以外に使用しないこと。 

 市が指定した対象施設及び日時以外には、現地調査は行わないこと。 

 現地調査の際、車両は市が指定する場所に駐車すること。 

なお、施設により駐車スペースがない場合は、近隣の民間駐車場等に駐車 

すること。 

 

１４ 参加申込 

（１）提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 契約書の写し 

③ 建設業法等関係法令により必要となる工事業許可を得ていること 
が確認できるもの 

④ 配置を予定している技術者が１級電気施工管理技士又はこれらと 
同等以上の資格を有する者として確認できるもの 
配置予定者の雇用関係が確認できるもの（雇用契約書等の写し等） 

  

 

（２）受付期間 

令和 ８年 ６月３０日１０時（火曜日）から 

令和 ８年 ７月 ６日１６時（月曜日）まで 

 

（３）提出方法  

担当課へ持参にて提出すること。 

※担当課に電話連絡し、持参予定日時を調整すること。 

 

１５ 参加資格確認の通知 

参加申込書の内容について、参加資格を満たしているかを確認し、その結

果を電話連絡及び参加資格確認結果通知書（様式２）により通知する。 

また、参加が認められなかった者に対しては、参加を認めない理由を記載

して通知する。 

参加資格確認結果通知書は、令和８年７月１５日（水曜日）までに発送す

る。 

参加資格確認結果通知書により参加が認められなかったことについて異議

がある者は、参加資格確認結果通知書を受理した日から７日以内に必着で異

議申立書（様式３）を担当課へ提出すること。 

 



 

１６ 質問及び回答 

業務及びプロポーザルについて質問がある場合には、令和８年７月２２日

（水曜日）１７時までに質問書（様式４）をメール又はＦＡＸにて担当課へ

提出し、電話により担当課へ提出したことを連絡すること。 

質問についての回答は、令和８年７月２７日（月曜日）１２時までに白井

市ホームページ内に掲載する。 

回答内容については、競争条件及び契約内容に含むこととする。 

 

１７ 参加辞退 

  提案者として認定されてから、第２次審査までの間にやむを得ない事情に

より参加を辞退する場合は、辞退届（様式９）を提出すること。 

  なお、辞退することにより今後市から不利益な扱い受けることはない。 

 

１８ 評価方法及び評価基準 

（１）評価方法 

    第１次審査（業務実績等による客観評価）及び第２次審査（プロポー

ザル選定委員会による提案書及びプレゼンテーション内容の評価）によ

って行う。 

 

（２）評価基準 

  別表１のとおり 

 

１９ 提案方法 

（１） 共通事項 

① 作成にあたっては日本語を用い、通貨は日本円とすること。 

② 提案書は代表者印を押印した正本１部と、提案者名等が特定できる名 

   称やロゴマーク等を使用していない副本をそれぞれファイルで綴じて 

提出すること。 
 

（２） 第１次審査 

実施体制・実績・見積額等を書類審査し、第２次審査に進む者（以 

下「第１次審査通過者」という。）を上位３者選定する。 

 

① 提出書類 

・提案書等提出届（第１次審査分）（様式５） 

   ・業務実施体制票（様式１０） 

   ・業務実績票（様式１１） 

    ・応募事業者の概要 

     会社案内等のパンフレット等で既に参加事業者が作成しているもの 

     でかまわない。 

② 提出部数 正本１部、副本２部 

 



③ 受付期間 

令和８年７月１６日（木曜日）１０時から 

令和８年７月２７日（月曜日）１６時まで（郵送の場合は必着） 

④ 提出方法  

担当課窓口に持参にて提出すること。 

  ※担当課に電話連絡し、持参予定日時を調整すること。 

 

（３） 第２次審査 

第１次審査通過者を対象に提案書によるプレゼンテーションを実 

施する。プレゼンテーションの会場・日時については、第１次審査 

通過者に別途連絡する。 

 

① 提出書類 

・提案書等提出届（第２次審査分）（様式７） 

   ・提案書 

   ・見積書及び見積金額内訳書（様式１３・１４） 

    ※見積書の金額は税抜きで記載し、提案限度額の範囲内であるこ 

と。 

   ・提案に沿った内容を含む見積書とすること。 

・提案内容が見積金額に計上されていない場合は、その提案に対す 

る評価は行わない。 

・提出物は、Ａ４ファイルにファイリングし、提案項目又は様式ご 

とにインデックス等を貼付し、整理すること。 

また、表紙、背表紙に本プロポーザルの名称を記載すること。 

      

② 注意事項 

・審査においては、審査の公平性の観点から参加者の商号又は名称を 

伏せて審査を行うため、参加事業者の名称等の記載や連想させるマ 

ーク、フレーズ等は使用しないこと。 

・提案書の様式は任意とするが、用紙はＡ４を用い、評価基準の項目 

順に提案を記載し、頁数は表紙等を含めて３０ページ以内とする。 

 

   ③ 提出部数 正本１部、副本１０部 

          見積書及び見積金額内訳書（様式１３・１４）各１部 

 

④ 受付期間 

令和８年８月 ６日（木曜日）１０時から 

令和８年９月１６日（水曜日）１６時まで 

 

⑤ 提出方法  

担当課窓口に持参し提出すること。 

※担当課に電話連絡し、持参予定日時を調整すること。 

 



２０ 結果の通知 

（１）第１次審査 

第１次審査通過者には、プロポーザル第１次審査結果通知書（様式 

６）及びプロポーザル第２次審査についての通知を送付する。 

その他の者については、プロポーザル第１次審査結果通知書（様式 

６）のみを送付する。 

（２）第２次審査 

  プロポーザル第２次審査結果通知書（様式８）により、受注予定者名

と点数、次点者名及び自己の点数を通知する。 

 

※第１次審査及び第２次審査の結果に異議がある者は、第１次審査及び

第２次審査結果通知書を受理した日から７日以内に必着で異議申立書

（様式３）を担当課へ提出すること。 

 

２１ 結果の公表 

  （１）受注予定者については白井市ホームページ内に掲載する。 

（２）受注予定者を特定した過程や評価結果については、白井市情報公開

条例に基づき対応する。 

 

２２ 契約の締結 

（１）市は受注予定者と業務の詳細等を協議うえ、見積書を徴取し契約を

締結する。 

（２）受注予定者に事故があり見積書の徴取が不可能となった場合、又は

受注予定者との協議が整わない場合、市は次点者と業務の詳細等を協

議のうえ契約を締結する。なお、受注予定者と契約が締結された場

合、市は次点者へ速やかに連絡する。 

（３）原則として、契約金額は提案時に提出された見積金額を超えること

はできない。ただし、協議の結果、設計及び仕様内容等に追加があっ

た場合には、この限りではない。 

 

２３ その他留意事項 

（１）次のいずれかに該当する場合は、失格又は提出書類を無効とする。 

・受注予定者特定までの間に参加資格を満たさなくなった場合。  

・審査の公平性を害する行為があった場合 。 

  ・本要領に規定する提出書類の提出方法、提出先、提出期限を満たさ

ない場合。 

  ・指定する様式及び記載に関する留意事項等が守られていない場合。 

・提出書類の記載に虚偽の記載があった場合。  

・提出書類に記載すべき事項の全部又は一部の記載が漏れている場

合。 

  （２）仕様書における各項目に対応不可が１つでもある場合。 

（３）書類の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、提案者の

負担とする。 

（４）提出された資料は、返却しない。 



（５）市は提出された提案書類について、受注予定者の選定以外の目的で

提案者に無断で使用しないこととする。ただし、情報公開請求があっ

た場合は、白井市情報公開条例に基づき取り扱うこととする。 

（６）提出期限以降における提出書類の差換え及び再提出は認めない。 

（７）プロポーザルを公正に執行することが困難と認めるとき、その他止

むを得ない事情があるときは、プロポーザルを延期、又は中止するこ

とがある。この場合において、提案者は異議を申し立てることはでき

ない。 

（８）本要領に定めのない事項については競争性、公平性を考慮のうえ、

適宜市が判断するものとする。 

（９）第２次審査の結果、１位の者を決定したとしても、その者の評価点

が市の定める基準を超えない場合、受注予定者としない。 

（１０）市は２０５０年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする 「ゼ

ロカーボンシティ」の実現に向けて取り組んでいるため、受注者となっ

た場合は、市の方針や取組等を十分に理解し、本事業を行うに当たって

は、温室効果ガスの排出抑制等に努めることとする。 

 

２４ 提出及び問い合せ先（担当課） 

   本要領で定める提出物の提出及び質問等の問い合わせ先は下記のとおり

とする。 

   

  〒２７０－１４９２ 

  千葉県白井市復１１２３ 

白井市役所政策推進部行政経営推進課 公共施設マネジメント班 

  電話  ０４７-４９２－１１１１ 内線３３４２ 

  ＦＡＸ ０４７-４９１－３５１０ 

   E‐mail public-fm＠city.shiroi.chiba.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

（１）第１次審査（書類審査） 

 

評価項目 評価の視点 配点 備考 

業務実施体制 

十分な実施体制が取れているか 

資格を有する技術者を配置している

か 

５０  

業務実績 
本業務と同種かつ同規模以上の業務

の実績があるか 
５０  

 

（２）第２次審査（プレゼンテーション） 

 

評価項目 評価の視点 配点 備考 

本件に対する理

解 

本物件の目的・概要について、特色や

問題点を整理した提案となっている

か 

17×6  

実施手順 
業務実施手順が適切かつ実現可能で

あるか 
17×6  

独自提案等 
設計書・仕様書等に定めるもの以外に

有効な提案等があるか 
17×6  

整備後の維持管

理体制の提案 

整備後の維持管理体制及び緊急時対

応の方法は適切か 
17×6  

市内事業者の活

用等の提案 
市内業者が参画しているか 21×6  

市財政への負担

軽減の提案 

整備費用の軽減策や支払い時の負担

軽減策など多角的な視点から本市の

財政状況を理解した提案となってい

るか 

21×6  

見積額 
他者と比べて安価であるか 

適切な範囲内での見積額であるか  
２４０ 

※（３）見積額

評価の算定式

参照 

 

 



（３）見積額評価の算定式 

ａ．最低制限価格の範囲内の金額を提示した者 

２４０点×（最低制限価格内での最低金額÷その者の提示した金

額）＝その者の点数 

 

（４）合計点 

第１次審査  １００点 

第２次審査  ６6０点（１1０点×6 名）＋２４０点（見積） 

合計（満点）１０００点 

 

４．受注予定者等の特定 

（１）第１次審査及び第２次審査の合計得点が最も高い者を受注予定者とし、

第２位の者を次点者とする。なお、合計得点が同点の者が２者以上いると

きは、第２次審査の点数の高い者を優先とする。 

（２）合計得点が最も高い者であっても、合計得点が６００点に満たない者は

受注予定者としない。 

 

 


